
JP 6584115 B2 2019.10.2

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水銀圧入法による細孔径分布測定から求められる細孔径が５０ｎｍ以上のマクロ孔を有
する多孔性の複合体であって、化学物質と反応して該化学物質を前記マクロ孔内に吸着し
吸収させる水硬性石灰と、花崗岩とを有し、前記細孔径分布測定で測定された細孔径分布
は、０．１μｍ～１０μｍのマクロ孔分布内に該マクロ孔の分布ピークを持つ、ことを特
徴とする複合体。
【請求項２】
　前記化学物質との反応が、中和反応又は化学反応である、請求項１に記載の複合体。
【請求項３】
　マイクロ孔又はメソ孔をさらに有する、請求項１又は２に記載の複合体。
【請求項４】
　水銀圧入法による細孔径分布測定から求められる細孔径が５０ｎｍ以上のマクロ孔を有
する多孔性複合体の製造方法であって、
　化学物質と反応して該化学物質を前記マクロ孔内に吸着し吸収させる水硬性石灰と、花
崗岩と、水系溶媒とを有する複合体組成物を準備し、該複合体組成物を対象物上に、塗り
固め手段、流し込み手段、吹付手段、及びローラー手段から選ばれる１又は２以上の手段
によって、前記細孔径分布測定で測定された細孔径分布において０．１μｍ～１０μｍの
マクロ孔分布内に該マクロ孔の分布ピークを持つ前記多孔性複合体を得る、ことを特徴と
する複合体の製造方法。
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【請求項５】
　マイクロ孔又はメソ孔を有する骨材を添加する、請求項４に記載の複合体の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、化学物質を吸着して吸収する複合体及びその製造方法に関し、さらに詳しく
は、環境中の有害化学物質等を、容易に再放出させることなく効果的に吸着して吸収する
ことができる安全性の高い複合体、及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建造物の内装仕上げ構造として、下地材の表面に塗材や微粒子を吹き付けて多孔質の壁
面を形成したりタイル化したりする技術が知られている。例えば、石膏ボード、木材、合
板等からなる下地材の表面に、珪藻土、活性炭、活性炭素繊維、分子ふるい炭素、シリカ
ゲル、活性アルミナ、ゼオライト等の無機多孔質物質を配合した塗材やシラス等の微粒子
を吹き付けて多孔質の壁面を形成したり、それらの無機多孔質物質を焼成しタイル化した
りする技術が知られている。特に無機多孔質物質は、その細孔内に種々の分子を物理吸着
することが知られており、室内の湿度調整、臭気成分、揮発性有機化合物（ＶＯＣともい
う。）を吸着する機能を有する内壁等の製品が市販されている。また、臭気成分やＶＯＣ
の除去を目的に、光触媒を塗布した建造物の内壁等が開発されており、内壁、天井、壁、
床、浴槽、洗面スペース、蛇口等を酸化チタンでコーティングして抗菌性を付与した製品
も市販されている。
【０００３】
　こうした技術については、例えば特許文献１には、組成にバラツキの多い天然のポゾラ
ン物質の反応性を高め、高い吸湿性と放湿性、イオン吸着・交換能等を併せ持つケイ酸カ
ルシウム水和物系の調湿材料とその製造方法を得ることにより、快適で安全な住環境を少
ない環境負荷で提供できることが提案されている。この技術は、ゼオライト質凝灰岩を平
均粒径１０ミクロン以下に微粉砕することにより、メカノケミカル効果によってカルシウ
ムイオンとの反応性を高め、１８０℃以下の水熱反応処理で平均細孔半径１０ナノメート
ル以下の細孔を形成せしめた結晶性の良いケイ酸カルシウム水和物硬化体を、４００℃以
下で乾燥もしくは焼成することで多孔体を得るというものである。
【０００４】
　また、特許文献２には、室内空間への臭気成分、ＶＯＣの再放出及び無機多孔質物質の
細孔の飽和を防ぐ手段を提供できることが提案されている。この技術は、表面塗材として
の抗菌・有害物分解性物質である酸化チタン光触媒を含有する第１層の塗材、及び内面塗
材としての吸着吸放湿能を有する無機多孔質物質を含有する第２層の塗材からなる建造物
用複合内装塗材を用いて、室内空間への臭気成分、ＶＯＣの再放出及び無機多孔質物質の
細孔の飽和を防ぐ建造物複合内装塗装構造を形成するというものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－２８２４１０号公報
【特許文献２】特開２００９－６８３２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１の技術は、吸湿性、放湿性、イオン吸着・交換能等を併
せ持つというものであるが、極めて小さい細孔であるため、気体を導入しにくく、効率的
に機能を発揮できないという難点がある。また、マイクロ孔やメソ孔等の細孔での吸着は
、吸着力の弱い物理吸着や化学吸着によって行われているため、例えば夏の閉め切った室
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内等のように、常温以上（例えば４０℃以上）で吸着物質が再放出し易いという難点もあ
る。
【０００７】
　また、上記特許文献２の技術は、室内空間への臭気成分、ＶＯＣの再放出及び無機多孔
質物質の細孔の飽和を防ぐ手段を提供したものであるが、室内の化学物質を吸着するとい
うものではなく、酸化チタン光触媒を抗菌・有害物分解性物質として用いている。さらに
、２層構造に施工しなければならないという煩雑さがある。
【０００８】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、その目的は、環境中の有
害化学物質を、容易に再放出させることなく効果的に吸着して吸収することができる安全
性の高い複合体、及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　（１）上記課題を解決するための本発明に係る複合体は、水銀圧入法による細孔径分布
測定から求められる細孔径が５０ｎｍ以上のマクロ孔を有する多孔性の複合体であって、
前記マクロ孔内には、化学物質と反応して該化学物質を前記マクロ孔内に吸着し吸収させ
る成分を有することを特徴とする。
【００１０】
　この発明によれば、水銀圧入法による細孔径分布測定から求められる細孔径が５０ｎｍ
以上のマクロ孔を有するので、気体を容易に導入しやすく、さらにマクロ孔内には、化学
物質と反応してその化学物質をマクロ孔内に吸着し吸収させる成分を有するので、その成
分の作用により、マクロ孔内に導入した化学物質の再放出を抑えて無害化させることがで
きる。
【００１１】
　本発明に係る複合体において、前記化学物質との反応が、中和反応又は化学反応である
ように構成できる。
【００１２】
　本発明に係る複合体において、前記成分を有する材料が、水硬性石灰であることが好ま
しい。
【００１３】
　本発明に係る複合体において、マイクロ孔又はメソ孔をさらに有することが好ましい。
【００１４】
　（２）上記課題を解決するための本発明に係る複合体の製造方法は、水銀圧入法による
細孔径分布測定から求められる細孔径が５０ｎｍ以上のマクロ孔を有する多孔性複合体の
製造方法であって、化学物質と反応して該化学物質を前記マクロ孔内に吸着し吸収させる
成分を有する材料と、骨材と、水系溶媒とを有する複合体組成物を準備し、該複合体組成
物を対象物上に、塗り固め手段、流し込み手段、吹付手段、及びローラー手段から選ばれ
る１又は２以上の手段によって前記多孔性複合体を得ることを特徴とする。
【００１５】
　この発明によれば、化学物質と反応してその化学物質をマクロ孔内に吸着し、吸収させ
る成分を有する材料と、骨材と、水系溶媒とを有する複合体組成物を対象物上に、塗り固
め手段、流し込み手段、吹付手段、ローラー手段等によって、水銀圧入法による細孔径分
布測定から求められる細孔径が５０ｎｍ以上のマクロ孔を有する多孔性複合体を得るので
、得られた複合体は、気体を容易に導入しやすく、さらにマクロ孔内に有する成分の作用
により、マクロ孔内に導入した化学物質の再放出を抑えて無害化させることができる。
【００１６】
　本発明に係る複合体の製造方法において、前記骨材の他に、マイクロ孔又はメソ孔を有
する骨材を添加することが好ましい。
 
【発明の効果】
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【００１７】
　本発明によれば、環境中の有害化学物質を、容易に再放出させることなく効果的に吸着
して吸収することができる安全性の高い複合体、及びその製造方法を提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明に係る複合体の表面形態を示す電子顕微鏡写真である。
【図２】実施例１の複合体についての水銀圧入法による細孔径分布曲線（マクロ孔）であ
り、ａは積分値であり、ｂは微分値である。
【図３】実施例１の複合体（ａ）と比較例１の機能性タイル（ｂ）と比較例２の珪藻土建
材（ｃ）の窒素ガス吸着量曲線である。
【図４】実施例１の複合体と比較例１の機能性タイルと比較例２の珪藻土建材の比表面積
（メソ孔）と全細孔容積である。
【図５】実施例１の複合体（ａ）と比較例１の機能性タイル（ｂ）と比較例２の珪藻土建
材（ｃ）の細孔径分布曲線（メソ孔）である。
【図６】実施例１の複合体（ａ）と比較例１の機能性タイル（ｂ）と比較例２の珪藻土建
材（ｃ）と比較例３の機能性クロス（ｄ）と空試験ブランク（ｅ）の消臭試験結果（アン
モニア）である。
【図７】実施例１の複合体（ａ）と比較例１の機能性タイル（ｂ）と比較例２の珪藻土建
材（ｃ）と比較例３の機能性クロス（ｄ）と空試験ブランク（ｅ）の消臭試験結果（ホル
ムアルデヒド）である。
【図８】実施例１の複合体（ａ）と比較例１の機能性タイル（ｂ）と比較例２の珪藻土建
材（ｃ）と比較例３の機能性クロス（ｄ）と空試験ブランク（ｅ）の消臭試験結果（硫化
水素）である。
【図９】実施例１の複合体（Ａ）、比較例１の機能性タイル（Ｂ）、比較例２の珪藻土建
材（Ｃ）及び比較例３の機能性クロス（Ｄ）の外観写真である。
【図１０】実施例１の複合体を用い、対流時（ａ）、無風時（ｂ）及び空試験ブランク（
ｃ）の消臭試験結果（アンモニア）である。
【図１１】実施例１の複合体を用い、対流時（ａ）、無風時（ｂ）及び空試験ブランク（
ｃ）の消臭試験結果（ホルムアルデヒド）である。
【図１２】実施例１の複合体（ａ）と比較例３の機能性クロス（ｂ）とを用いたＰＭ２．
５低減実験の結果である。
【図１３】実施例２の複合体（ａ）、実施例３の複合体（ｂ）、実施例４の複合体（ｃ）
及び実施例５の複合体（ｄ）を用い、実施例１の複合体（ｅ）と比較した消臭試験結果（
アンモニア）である。
【図１４】実施例２の複合体（ａ）、実施例３の複合体（ｂ）、実施例４の複合体（ｃ）
及び実施例５の複合体（ｄ）を用い、実施例１の複合体（ｅ）と比較した消臭試験結果（
ホルムアルデヒド）である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明に係る複合体及び複合体の製造方法について、図面を参照しつつ説明する。なお
、本発明は下記の実施形態に限定されるものではない。
【００２０】
　本発明に係る複合体は、図１及び図２に示すように、水銀圧入法による細孔径分布測定
から求められる細孔径が５０ｎｍ以上のマクロ孔を有する多孔性の複合体であって、その
マクロ孔内には、化学物質と反応してその化学物質を前記マクロ孔内に吸着し吸収させる
成分を有することに特徴がある。この複合体は、化学物質と反応してその化学物質をマク
ロ孔内に吸着して吸収させる成分を有する材料と、骨材と、水系溶媒とを有する複合体組
成物を準備し、その複合体組成物を対象物上に、塗り固め手段、流し込み手段、吹付手段
、及びローラー手段から選ばれる１又は２以上の手段によって製造される。
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【００２１】
　この複合体は、上記範囲のマクロ孔を有するので、気体を容易に導入しやすく、さらに
マクロ孔内には、化学物質と反応してその化学物質をマクロ孔内に吸着し吸収させる成分
を有するので、その成分の作用により、マクロ孔内に導入した化学物質の再放出を抑えて
無害化させることができる。こうした複合体は、環境中の有害化学物質を、容易に再放出
させることなく効果的に吸着して吸収することができるとともに、安全性も高いという利
点がある。
【００２２】
　以下、複合体及び複合体の製造方法の構成要素を説明する。
【００２３】
　［複合体の多孔構造］
　（マクロ孔）
　マクロ孔は、水銀圧入法による細孔径分布測定から求められる細孔径が５０ｎｍ以上の
大きさで多数形成されている。細孔径が５０ｎｍ以上の孔は、マクロ孔とも呼ばれ、直径
２ｎｍ未満のマイクロ孔や直径２ｎｍ以上５０ｎｍ未満のメソ孔とは異なり、大きな孔で
ある。マクロ孔には、平均径５０ｎｍ未満のメソ孔やマイクロ孔に比べて気体が入りやす
く、特に室内等に存在する揮発性有機化合物（ＶＯＣ）やその他の臭気成分等を含む空気
や、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）やその他の臭気成分等が溶け込んだ水蒸気が入り易い。
【００２４】
　本発明に係る複合体は、従来のようなメソ孔で構成された多孔性吸着体とは異なり、５
０ｎｍ以上のマクロ孔で構成されている。そして、そのマクロ孔が後述する成分を内部に
有するので、メソ孔で構成された従来の多孔性吸着体と同等又はそれ以上の吸着性能を得
ることができるという利点がある。なお、マクロ孔の細孔径の上限は特に制限されないが
、製造の容易さや気体の抜け等の観点から、５００μｍ以下であればよい。マクロ孔の細
孔径が５００μｍを超える場合には、マクロ孔が大きすぎて、マクロ孔内に入った化学物
質が吸着される前に再放出してしまうおそれがある。
【００２５】
　細孔径は、水銀圧入法による細孔径分布測定から求められる。この水銀圧入法は、複合
体について、圧力を加えながらその細孔に水銀を浸入させ、圧力と圧入された水銀量との
関係から、比表面積や細孔径分布等の情報を得る手法である。なお、水銀圧入法による測
定装置の一例としては、水銀ポロシメーター（例えば、Ｑｕａｎｔａｃｈｒｏｍｅ社製　
ＰｏｒｅＭａｓｔｅｒ６０ＧＴ等）を用いることができる。水銀圧入法の測定条件として
は、後述の実施例では、室温で０．２ｐｓｉａから６００００ｐｓｉａまで昇圧しながら
測定を行い、水銀の表面張力の値としては４８０ｅｒｇ／ｃｍ２、接触角の値としては１
４０°を用いている。なお、ｐｓｉａ（ｐｓｉ　ａｂｓｏｌｕｔｅ）は、絶対圧（ゲージ
圧にその地域での大気圧を足したもの）であり、ポンド毎平方インチとも呼ばれ、ｌｂｆ
／ｉｎ２又はｐｓｉで表される。
【００２６】
　（成分）
　「成分」は、マクロ孔内に存在しており、化学物質と反応してその化学物質をマクロ孔
内に吸着して吸収させるように作用したり、化学物質を含む溶媒（例えば水蒸気）と反応
してその化学物質をマクロ孔内に吸着して吸収させるように作用する。成分は、マクロ孔
全体を形成していてもよいし、マクロ孔の内面だけを形成していてもよいし、マクロ孔内
面の一部を形成していてもよい。こうした成分は、複合体を構成する材料に含まれており
、マクロ孔内に入ってくる化学物質との間で、中和反応又は化学反応を行うことができる
材料である。
【００２７】
　成分は、対応する化学物質の種類によっても異なるが、例えば、化学物質がアンモニア
、トリメチルアミン、メチルアミン、エチルアミン等のアミン類等の塩基性成分である場
合には、花崗岩等のようなシラノール基（Ｓｉ－ＯＨ）を含む成分であることが好ましい
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。このシラノール基は、アンモニア、トリメチルアミン等の塩基性物質と化学反応を起こ
し易いので、室内環境中の塩基性成分を効果的に吸着し、吸収することができる。また、
シラノール基は水酸基を持つものをよく吸着するので、花崗岩等のようなシラノール基を
含む成分のものは、水溶性の化学物質を効果的に吸着し、吸収することができる。
【００２８】
　化学物質がホルムアルデヒド等のように、水酸化カルシウムで縮合反応（ホルモース反
応）する化学物質である場合には、その水酸化カルシウムを含む水硬性石灰が好ましい。
この水酸化カルシウムは、縮合反応（ホルモース反応）を起こし易いので、室内環境中の
ホルムアルデヒド等の成分を効果的に吸着し、吸収することができる。
【００２９】
　化学物質が硫化水素、フッ化水素、塩化水素、二酸化硫黄、塩素、二酸化窒素等のよう
な酸性ガスである場合には、その酸性ガスに反応する水酸化カルシウムを含む水硬性石灰
が好ましい。この水酸化カルシウムは、強アルカリ性で酸性ガスと中和し易いので、室内
環境中の酸性ガス等の成分を効果的に吸着し、吸収することができる。また、花崗岩等の
ようなシラノール基を含む成分のものは、そうした水硬性石灰と配合することにより、強
アルカリ状態では表面シラノール基はイオン化して強い電場を作り、化学反応を促すよう
に作用することができる。
【００３０】
　本発明に係る複合体は、水銀圧入法による細孔径分布測定から求められる細孔径が５０
ｎｍ以上のマクロ孔内に、上記した成分を有するので、環境中の有害化学物質を、容易に
再放出させることなく、効果的に吸着して吸収することができ、その結果、環境中の有害
化学物質を無害化することができるという格別の効果を奏する。
【００３１】
　以下、材料として好ましく用いられる水硬生石灰について説明する。天然水硬性石灰（
ＮＨＬ、Natural　Hydraulic　Lime）は、建築用石灰の欧州規格ＥＮ４５９－１（２００
１）によれば、「粉砕に関係なく消化によって粉末化した、いくらか粘土質または珪質の
石灰石の焼成によって作られる石灰。すべてのＮＨＬは水硬性を持つ。大気中の炭酸ガス
は、硬化に寄与する。」と定義されている。本願においては、天然水硬性石灰の用語を欧
州規格と同じ意味で用いる。天然水硬性石灰の他に、ローマンセメントや古代セメントと
呼ばれているものがあり、これは消石灰（水酸化カルシウム）にポゾラン物質（珪酸Ｓｉ
Ｏ２、アルミナＡｌ２Ｏ３、酸化鉄Ｆｅ２Ｏ３等の鉱物）を後から添加した石灰であり、
粘土質又は珪質石灰石（泥灰石、marlともいう）の焼成によって得られる天然水硬性石灰
とは区別されるものであって、人工水硬性石灰という。また、本願で使用する場合、「水
硬性石灰」は、天然水硬性石灰と人工水硬性石灰を含む。上記の欧州規格においても、天
然水硬性石灰と人工水硬性石灰とは区別されており、人工水硬性石灰は、「水硬性石灰（
ＨＬ、Hydraulic　Lime）：水酸化カルシウム、珪酸カルシウム、アルミン酸カルシウム
を主成分とし、これらの混合によって作られる石灰。水硬性を持つ。大気中の炭酸ガスは
、硬化に寄与する。」と定義されている。本願では、この点についても前記の欧州規格に
従うものとする。
【００３２】
　代表的な天然水硬性石灰には、以下の３種類があり、欧州規格ＥＮ４５９－１には圧縮
強度が規定されている。ＮＨＬの種類としては、ＮＨＬ２、ＮＨＬ３．５、ＮＨＬ５があ
り、それぞれの圧縮強度は、ＮＨＬ２が２～７Ｎ／ｍｍ２であり、ＮＨＬ３．５が３．５
～１０Ｎ／ｍｍ２であり、ＮＨＬ５が、５～１５Ｎ／ｍｍ２である。
【００３３】
　天然水硬性石灰は、二酸化ケイ素ＳｉＯ２等を含有する石灰石を焼成・消化することに
よって得られ、水酸化カルシウムＣａ（ＯＨ）２を主成分として、ケイ酸二カルシウムＣ

２Ｓ等の水和物を含む石灰である。ＮＨＬに含有される水和物Ｃ２Ｓは、β－Ｃ２Ｓが主
である。水との接触で、Ｃ２Ｓ等の水和物は水酸化カルシウムＣａ（ＯＨ）２の結晶間を
結合させ、さらに炭酸化により水酸化カルシウムＣａ（ＯＨ）２は表層面から次第に炭酸
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カルシウムＣａＣＯ３結晶へと変化する。炭酸カルシウムＣａＣＯ３結晶は、Ｃ２Ｓ等の
水和物によって結合状態を保っており、その水和物は同じ炭酸化作用によって炭酸カルシ
ウムＣａＣＯ３結晶へと変化する。表層が炭酸化すると、炭酸カルシウムＣａＣＯ３結晶
は空隙を含んだ粒状構造を形成し、奥の水酸化カルシウムＣａ（ＯＨ）２に空気中の炭酸
ガスが供給され、炭酸化が緩やかに進行する。すなわち、天然水硬性石灰は、水硬性・気
硬性を併せ持つ材料であり、骨材・水との混合により硬化後、強度を発現するものである
。
【００３４】
　［複合体の構成材料］
　複合体は、上記した成分を含む材料と、骨材と、水系溶媒とを有する複合体組成物を対
象物上に塗り固め手段等によって形成されている。したがって、製造された複合体は、水
系溶媒が乾燥除去されたものであり、成分を含む材料と骨材とで構成されている。
【００３５】
　材料は、上記した成分を含むものであればよいので、マクロ孔全体がその材料で形成さ
れている場合は、マクロ孔の内面にはその成分が存在している。一方、マクロ孔の内面だ
けをその成分で形成してもよいが、その場合は、アクリル樹脂、酢酸ビニル樹脂、ウレタ
ン樹脂、メタクリル樹脂のような樹脂成分と水硬性石灰等を混ぜることにより、マクロ孔
の内面の全体又は一部に成分を存在させることができる。
【００３６】
　材料には、化学物質に対して、中和反応や化学反応を起こすことができる成分が含まれ
るので、化学物質が入り易い細孔径５０ｎｍ以上のマクロ孔内に化学物質が入ると、その
成分と化学物質とが反応し、化学物質を事実上吸着して吸収することになる。本発明に係
る複合体は、こうしたメカニズムによって、化学物質の効率的な吸着して吸収を行うこと
ができる。さらに、従来の多孔性吸着体では、夏の室内のように、室内の温度が４０℃を
超える場合に、多孔性吸着体の中から化学物質が再放出される場合があったが、本発明に
係る複合体は、そうした再放出が起きないという利点がある。
【００３７】
　骨材は、複合体の脆さ等を補填して強度や耐久性を高めるための素材である。骨材とし
ては、花崗岩；麦飯石等の花崗斑岩；珪砂等の石英；石英斑岩；凝灰岩（十和田石等）；
火山灰；等の天然鉱物を挙げることができる。また、モンモリロナイト、ベントナイト等
の粘度鉱物、珪藻土、ゼオライト、パーライト、マールライト、バーミキュライト、ガラ
スビーズ、活性炭、籾殻、藁すさ、グラスファイバー、グラスウール、等々を挙げること
ができる。これらは、同様の成分や構造を有するものであれば、天然物であってもよいし
、人工物であってもよい。
【００３８】
　こうした骨材として、２以上の骨材を混合してもよい。この場合において、添加する骨
材としては、吸着性能を高めることができる骨材を添加することが望ましい。例えば、後
述の実施例で説明するように、骨材として花崗岩を用いた場合、添加する骨材として、モ
ンモリロナイト、ゼオライト、珪藻土、活性炭等を用いることができる。これらの添加骨
材は、マイクロ孔やメソ孔を有することができ、本発明に係る複合体が有するマクロ孔の
効果（気体の導入容易効果・通風効果）に加え、添加骨材が有するマイクロ孔やメソ孔の
効果（吸着効果）を重畳させることができる。
【００３９】
　水系溶媒は、代表的には水であるが、大部分が水であれば、その中に水溶性の有機化合
物等が含まれていてもよい。
【００４０】
　複合体は、成分を含む材料と、骨材とで主に構成されており、それぞれの特性を生かし
、マイクロ孔やメソ孔よりも大きいマクロ孔を主に有している。そのマクロ孔の通風効果
を最大限に利用するとともに、そのマクロ孔内の「成分」の作用により、環境中の有害化
学物質を容易に再放出させることなく効果的に吸着して吸収することができ、低コストで
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安全性の高いものとすることができる。
【００４１】
　複合体は、上記した材料と、骨材と、水系溶媒とを混練して複合体組成物を準備し、そ
の複合体組成物を対象物上に設けて得ることができる。対象物としては、住宅の内壁、パ
ネル、パーテーション、床、天井、プレート、タイル等の板状物や、空調機や空気清浄機
の内部、テーブルやタンス等の家具、種々のフィルター、その他の構造物を挙げることが
できる。これらの構造物の設置環境では、通常、空気の流れ（通風）があり、例えば自然
な通風としては、部屋内への屋外からの風の吹きこみや人の移動等による自然対流があり
、人口通風としては、エアコンや装置への吸排気等がある。複合体組成物をそれらの構造
物に設けて多孔性複合体を形成することにより、多孔性複合体に形成されたマクロ孔は、
上記の通風によって、その孔径よりも小さな化学物質と接触して取込む時間が増え、効率
良く孔の中に化学物質を取り込んで化学物質を再放出することなく吸着して吸収すること
ができ、消臭等をすることができる。
【００４２】
　複合体組成物を対象物上に設けて多孔性複合体を形成する手段としては、塗り固め手段
、流し込み手段、吹付手段、ローラー手段等を挙げることができる。塗り固め手段は、複
合体組成物を対象物に塗って乾燥させる手段であり、流し込み手段は、複合体組成物を型
に流し込んだ後に乾燥させる手段であり、吹付手段は、複合体組成物を対象物に吹き付け
た後に乾燥させる手段であり、ローラー手段は、対象物上に複合体組成物を載せた後にロ
ーラーで引き延ばしてならす手段である。複合体は、上記の手段を単独で適用してもよい
し、２以上の手段を適用してもよい。
【００４３】
　材料と骨材との配合比は特に限定されないが、少なくとも、細孔径が５０ｎｍ以上のマ
クロ孔を生成することができる配合比で調整されていることが好ましい。例えば、後述の
実施例では、材料：骨材を１：４の質量割合で配合しているが、この材料に対する骨材の
質量割合は、材料１質量部に対し、骨材が０．５質量部以上、１０質量部以下の範囲内で
あれば、得られた複合体の強度を確保できるので、任意に設定することができる。材料に
対する骨材の割合が０．５質量部未満では、骨材の配合量が少なくなって強度低下が起こ
ることがある。
【実施例】
【００４４】
　実施例と比較例により本発明を詳しく説明する。
【００４５】
　［実施例１］
　水硬性石灰（産地：フランス東部、ＣａＯ：６０．１質量％、ＳｉＯ２：１１．５質量
％、Ａｌ２Ｏ３：２．８３質量％、Ｆｅ２Ｏ３：０．９０質量％、ＭｇＯ：１．７３質量
％）と、花崗岩（産地：滋賀県）とを質量比で１：４の割合で水中に入れて混練し、複合
体組成物を調製した。これを、幅１００ｍｍ、長さ１００ｍｍ、厚さ９ｍｍの石膏ボード
上に塗り、自然乾燥させて、実施例１の複合体を得た。その外観写真を図９（Ａ）に示し
た。
【００４６】
　［比較例１］
　二酸化ケイ素を含む粘土鉱物からなる幅１００ｍｍ、長さ１００ｍｍ、厚さ約７ｍｍの
市販の消臭・調湿性のタイルを購入した。この購入したタイルは、社団法人日本建材・住
宅設備産業協会より「調湿建材」、「ホルムアルデヒド低減建材認定」に登録されている
ものである。これを幅１００ｍｍ、長さ１００ｍｍ、厚さ９ｍｍの石膏ボード上にアルミ
ニウムテープで貼付固定し、比較例１の機能性タイルを得た。その外観写真を図９（Ｂ）
に示した。
【００４７】
　［比較例２］
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　無機質骨材約６０質量％、有機質骨材約１０質量％、酸化チタン約５質量％、無機質紛
体約５質量％、添加剤約１０質量％、酢酸ビニル系再乳化形粉末樹脂約１０質量％を含む
市販の消臭・調湿性の珪藻土建材を購入した。この購入した珪藻土建材は、日本工業標準
調査会より「建築用仕上塗材」に認定されているものである。これを幅１００ｍｍ、長さ
１００ｍｍ、厚さ９ｍｍの石膏ボード上に塗り、自然乾燥させて、比較例２の珪藻土建材
を得た。その外観写真を図９（Ｃ）に示した。
【００４８】
　［比較例３］
　ポリ塩化ビニル樹脂、フタル酸ビス、炭酸カルシウム、二酸化チタン、安定剤、防カビ
剤を含む市販の消臭・調湿性の壁紙を購入し、幅１００ｍｍ、長さ１００ｍｍ、厚さ約０
．２ｍｍに切り出した。この購入した壁紙は、壁紙工業会よりＳＶ規格に認定されている
。これを幅１００ｍｍ、長さ１００ｍｍ、厚さ９ｍｍの石膏ボード上に接着剤で貼り付け
て、比較例３の機能性クロスを得た。その外観写真を図９（Ｄ）に示した。
【００４９】
　［特性評価１］
　（比表面積の測定）
　先ず、比表面積を測定した。比表面積は、マクロ孔については水銀圧入法による細孔径
分布測定で得たＰ－Ｖ曲線から測定した。測定は、水銀ポロシメーター（Ｑｕａｎｔａｃ
ｈｒｏｍｅ社製、ＰｏｒｅＭａｓｔｅｒ６０ＧＴ）を用いて測定した。測定条件としては
、室温（２２℃～２５℃）で０．２ｐｓｉａから６００００ｐｓｉａまで昇圧しながら行
った。なお、水銀の表面張力の値としては４８０ｅｒｇ／ｃｍ２、接触角の値としては１
４０°を用いた。一方、メソ孔については高精度ガス／蒸気吸着量測定装置（ＢＥＬＳＯ
ＲＰ－ｍａｘ－Ｎ－ＶＰ－ＣＭ、日本ベル株式会社製）を用い、得られた窒素ガス吸着等
温線からＢＥＴ理論（多分子層吸着理論）により解析した。
【００５０】
　（細孔径分布の測定）
　細孔径分布の測定は、マクロ孔については、上記した比表面積の測定と同じ装置を用い
、得られた結果をＷａｓｈｂｕｒｎ式に基づいて計算した。メソ孔についても、上記した
比表面積の測定と同じ装置を用い、ＢＪＨ法（シリンダー型）により解析した。このＢＪ
Ｈ法は、毛管凝縮理論（ケルビン式）に基づき計算され、一般的にメソ孔（２～５０ｎｍ
）の細孔径に適用される方法である。
【００５１】
　（吸着量の測定）
　吸着量の測定は、上記同様、高精度ガス／蒸気吸着量測定装置（ＢＥＬＳＯＲＰ－ｍａ
ｘ－Ｎ－ＶＰ－ＣＭ、日本ベル株式会社製）を用い、材料を一定温度（－１９６℃）にし
、圧力を変化させたときの吸着量を測定し、その吸着等温線から評価した。このとき、Ｉ
ＵＰＡＣで定義されている等温線の分類により、実施例１の複合体はメソ孔が少ないII型
であり、比較例１～３の比較対照品はメソ孔を持つIV型（ヒステリシス有り）であった。
【００５２】
　（消臭試験１）
　消臭試験１をガス検知管法によって評価した。実施例の試料と比較例の試料とを、それ
ぞれポリフッ化ビニリデン製のにおい袋（テドラーバッグ、アズワン株式会社製）に入れ
、ヒートシールを施した後、空気９Ｌを封入し、設定したガス濃度となるように試験対象
ガス（アンモニア、ホルムアルデヒド、硫化水素）を添加した。これを静置し、経過時間
ごとに袋内のガス濃度を下記のガス検知管を用いて測定した。また、実施例の試料と比較
例の試料を入れずに同様な操作をしたものを空試験（ブランク）とした。また、２４時間
経過した後のテドラーバッグを４０℃の恒温槽内に静置し、１時間経過した後、及び３時
間経過した後に袋内のガス濃度をガス検知管を用いて測定した。
【００５３】
　実施例の試料と比較例の試料の仕様としては、幅１００ｍｍ、長さ１００ｍｍ、高さ９
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ｍｍの石膏ボード上に実施例１の試料と比較例１～３の試料を塗布又は貼付した。側面及
び裏面は、アルミニウムテープでシールした。また、テドラーバッグの仕様は、幅５００
ｍｍ、長さ５００ｍｍである。ガス検知管（株式会社ガステック製）は、試験対象ガスと
してアンモニア用とホルムアルデヒド用と硫化水素用の検知管をそれぞれ用い、それぞれ
の初期ガス濃度は、１３ｐｐｍと２０ｐｐｍと１０ｐｐｍに設定した。この測定は、室温
（２２℃～２５℃）で行い、測定時間は、３０分、１時間、２時間、３時間、６時間、２
４時間で行った。また４０℃でも１時間と３時間で行った。結果を、図６～図８及び表１
～表３に示す。
【００５４】
　［結果］
　図２に、水銀圧入法でＷａｓｈｂｕｒｎ式に基づき計算された実施例１の複合体の細孔
径分布（マクロ孔）を示す。図２に示すように、実施例１の複合体は、５０ｎｍ以上のマ
クロ孔を有する複合体であり、４．６μｍ近辺にマクロ孔分布のピークをもつことが分か
った。なお、この水銀圧入法による測定から、実施例１の複合体の比表面積（マクロ孔）
は、２２ｍ２/ｇであることが分かった。
【００５５】
　図３に示すように、窒素ガス吸着法による測定から、実施例１の複合体（ａ）はＩＮＰ
ＡＣで定義されている等温線分類のII型に該当し、マイクロ孔やメソ孔が少なくマクロ孔
が多いことが分かった。また、比較例１の機能性タイル（ｂ）と比較例２の珪藻土建材（
ｃ）はIV型に該当し、マイクロ孔やマクロ孔が少なくメソ孔が多いことが分かった。なお
、図３の縦軸の吸着量の単位中、Ｖａは吸着窒素ガス量であり、ｃｍ３（ＳＴＰ）は窒素
ガスの標準体積（１気圧、２５℃）である。
【００５６】
　図４に示すように、実施例１の複合体、比較例１の機能性タイル、比較例２の珪藻土建
材の比表面積（メソ孔）は、それぞれ２．８ｍ２／ｇ、２６．８ｍ２／ｇ、１４．３ｍ２

／ｇであった。
【００５７】
　図５に、窒素ガス吸着ＢＪＨ法のケルビン式に基づき計算された実施例１の複合体（ａ
）、比較例１の機能性タイル（ｂ）、比較例２の珪藻土建材（ｃ）の細孔径分布（メソ孔
）を示す。図５に示すように、実施例１の複合体（ａ）はメソ孔分布のピークが確認でき
ないが、比較例１の機能性タイル（ｂ）は８ｎｍ近辺にメソ孔分布のピークが確認され、
比較例２の珪藻土建材（ｃ）は１０ｎｍ近辺にメソ孔分布のピークが確認された。
【００５８】
　図６及び表１に示す消臭試験結果（アンモニア）より、実施例１の複合体（ａ）は、試
験開始６時間後にガス検知管の検出限界値以下となり、比較例１の機能性タイル（ｂ）、
比較例２の珪藻土建材（ｃ）と比較してほぼ同等であることを確認できた。また、比較例
３の機能性クロス（ｄ）と比較しても、より良好な消臭効果があることが確認できた。ま
た、環境温度を４０℃に設定した場合、試験開始１時間後では、比較例１の機能性タイル
、比較例２の珪藻土建材、比較例３の機能性クロスのいずれにおいても、アンモニアガス
の再放出が確認されたが、実施例１の複合体は、３時間後においても再放出は確認されな
かった。なお、検出限界は０．２０ｐｐｍであり、符号ｅはブランクである。
【００５９】
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【表１】

【００６０】
　図７及び表２に示す消臭試験結果（ホルムアルデヒド）より、実施例１の複合体（ａ）
は、比較例２の珪藻土建材（ｃ）と比較してやや不良、比較例１の機能性タイル（ｂ）と
比較して同等、比較例３の機能性クロス（ｄ）と比較してより良好な消臭効果があること
が確認された。また、環境温度を４０℃に設定した場合、試験開始１時間後で比較例１の
機能性タイル（ｂ）、比較例２の珪藻土建材（ｃ）、比較例３の機能性クロス（ｄ）のい
ずれにおいてもホルムアルデヒドガスの再放出が確認されたが、実施例１の複合体（ａ）
は、３時間後においても再放出は確認されなかった。なお、検出限界は０．０５ｐｐｍで
あり、符号ｅはブランクである。
【００６１】
【表２】

【００６２】
　図８及び表３に示す消臭試験結果（硫化水素）より、実施例１の複合体（ａ）は試験開
始２時間後にガス検知管の検出限界値以下となり、比較例１の機能性タイル（ｂ）、比較
例２の珪藻土建材（ｃ）、比較例３の機能性クロス（ｄ）と比較してより良好な消臭効果
があることが確認された。また、環境温度を４０℃に設定した場合、実施例１の複合体（
ａ）は、３時間後においても再放出は確認されなかった。なお、検出限界は０．１ｐｐｍ
であり、符号ｅはブランクである。
【００６３】
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【表３】

【００６４】
　通常、有害化学物質ガスはマイクロ孔やメソ孔で吸着するとされており、それらの細孔
が多くなるほど比表面積が増大することが分かっている。しかしながら、実施例１の複合
体は、上記測定結果より、マイクロ孔やメソ孔の分布ピークを持たず、比表面積が小さく
、マイクロ孔やメソ孔が少ないにもかかわらず、実施例１の複合体は、メソ孔の分布ピー
クを持ち比表面積が大きい比較例１の機能性タイルや比較例２の珪藻土建材と比較して、
同等の消臭効果があることが証明された。
【００６５】
　この原因としては、上記測定結果より、実施例１の複合体は、比較例１の機能性タイル
や比較例２の珪藻土建材に少ないマクロ孔が多く分布することで比表面積が増大し、有害
化学物質ガスの吸着吸収に大きく影響している。図２に示すように、実施例１の複合体は
、細孔径が０．１μｍ～１０μｍと広く分布するマクロ孔によって効率よく有害化学物質
ガスがマクロ孔内に導入され、マクロ孔内で有する成分によって中和反応又は化学反応で
無害化され、有害化学物質ガスが再放出されないことが確認された。
【００６６】
　有害化学物質ガスは、アンモニア、トリメチルアミン等の塩基性化学物質、硫化水素、
メチルメルカプタン等の酸性化学物質、ホルムアルデヒド、トルエン等の揮発性有機化合
物のいずれに対しても、実施例１の複合体は、比較例１の機能性タイルや比較例２の珪藻
土建材と比較して、同等もしくはそれ以上の吸着吸収効果が確認された。実施例１の複合
体は、特に水溶性の高い化学物質のアンモニア、硫化水素、ホルムアルデヒドについて効
果が高いことが確認された。
【００６７】
　［特性評価２］
　（消臭試験２）
　消臭試験２をガス検知管法によって評価した。この消臭試験２は、（１）用いたにおい
袋（テドラーバッグ）の中に小型ファンを入れて対流状態（通風状態）を作り出したこと
、（２）実施例１の複合体で行ったこと、（３）試験対象ガスとしてアンモニアとホルム
アルデヒドを用いたこと以外は、上記した消臭試験１と同じ測定方法で行った。結果を図
１０、図１１、表４、表５に示す。なお、図１０及び図１１において、符号ａは対流時、
符号ｂは無風時、符号ｃは空試験ブランクの結果である。
【００６８】



(13) JP 6584115 B2 2019.10.2

10

20

30

40

50

【表４】

【００６９】
【表５】

【００７０】
　これらの結果より、アンモニアに対して、試験開始から０．５時間後の初期濃度からの
減少率は、無風時で４６．２％、対流時で８４．６％であった。また、試験開始から１時
間後の初期濃度からの減少率は、無風時で８４．６％、対流時で８８．５％であった。試
験開始から０．５時間後の結果では、対流時は無風時の約１．８倍の効果が確認された。
【００７１】
　また、ホルムアルデヒドに対して、試験開始から０．５時間後の初期濃度からの減少率
は、無風時で５０．０％、対流時で７５．０％であった。また、試験開始から１時間後の
初期濃度からの減少率は、無風時で７０．０％、対流時で８４．０％であった。また、試
験開始から２時間後の初期濃度からの減少率は、無風時で８６．０％、対流時で９０．０
％であった。試験開始から０．５時間後の結果では、対流時は無風時の約１．５倍の効果
が確認され、試験開始から１時間後の結果では、対流時は無風時の約１．２倍の効果が確
認された。
【００７２】
　これらの結果から、複合体は、通風（対流）時においては、極めて短時間で消臭効果が
向上することが確認された。この特性は実際の生活環境において、健康面や精神面での改
善に大きく寄与できる。
【００７３】
　［特性評価３］
　（ＰＭ２．５低減実験）
　ＰＭ２．５は、粒子径２．５μｍ以下の大気中の微粒子で、大気汚染の原因であり、健
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康被害が問題となっている。このＰＭ２．５は、粒子径が２．５μｍと大きいため、直径
２ｎｍ未満のマイクロ孔や直径２ｎｍ以上５０ｎｍ未満のメソ孔が粒子を捕捉することは
困難である。なお、建築物室内では、ＰＭ２．５の濃度上昇に寄与する粒径は０．１μｍ
前後であるとされているが、それでもマイクロ孔やメソ孔よりも大きく、ＰＭ２．５を捕
捉することは困難である。
【００７４】
　一方、マクロ孔は、直径５０ｎｍ以上であるが、ＰＭ２．５粒子を捕捉するためには最
低でも直径０．１μｍ以上が必要となる。本発明に係る複合体は、図２及びその説明欄か
らもわかるように、直径が４．６μｍ近辺にピークを持ち、０．１μｍ～１０μｍに広く
分布するマクロ孔を有しており、ＰＭ２．５粒子を容易に捕捉できる構造となっている。
【００７５】
　ＰＭ２．５低減実験として、アクリル樹脂製の密閉箱（内寸：幅３００ｍｍ、縦１９０
ｍｍ、深さ３００ｍｍ）の内面を実施例１の複合体で覆ったものと、比較例３の機能性ク
ロスで覆ったものの２箱用意した。処理面は両側面、背面、天面の４面とし、処理面積は
２６１０ｃｍ２であった。箱内部の底面にレーザー光散乱方式のダストモニター（佐藤商
事株式会社製、ＤＣ１７０）を設置し、箱内部でフィルター付きタバコを先端から５秒間
自然燃焼させて副流煙を発生させた。ダストモニターで副流煙の粉塵量を計測し、経過時
間による粉じん量の減少率を比較した。
【００７６】
　試験結果を図１２に示した。符号ａは実施例１の複合体の結果であり、符号ｂは比較例
３の機能性クロスの結果である。図１２に示すように、開始直後から実施例１の複合体の
方の減少が大きくなり、１２０分後に１０％以下となった。一方、比較例３の機能性クロ
スは１５０分後にようやく１０％以下になった。１２０分後における両者の比較では、約
２０％の差が確認できた。この結果より、本発明に係る実施例１の複合体で処理した室内
においては、タバコの副流煙の低減効果が確認され、健康面や精神面での改善に大きく寄
与できることがわかった。
【００７７】
　［特性評価４］
　実施例１で使用した複合体組成物に他の骨材をさらに添加し、得られた複合体の消臭効
果を測定した。添加した骨材として、モンモリロナイト、ゼオライト、珪藻土、活性炭を
用いた。
【００７８】
　（実施例２）
　実施例１で使用した複合体組成物を構成する水硬生石灰と花崗岩に、モンモリロナイト
を加えて実施例２で使用する複合体組成物を調製した。モンモリロナイトの配合量は、そ
のモンモリロナイトの配合に起因した吸着効果が向上する程度の量とし、この例では、水
硬生石灰：花崗岩：モンモリロナイトが１：１：１の割合となるように配合した。この複
合体組成物を用いて、実施例１と同様にして複合体を作製した。なお、用いたモンモリロ
ナイトは、酸処理を行うことで吸着性能を向上させたものであり、メソ孔を有し、極性物
質、不飽和物質、芳香族物質の吸着性がある。
【００７９】
　（実施例３）
　実施例１で使用した複合体組成物を構成する水硬生石灰と花崗岩に、ゼオライトを加え
て実施例３で使用する複合体組成物を調製した。ゼオライトの配合量は、そのゼオライト
の配合に起因した吸着効果が向上する程度の量とし、この例では、水硬生石灰：花崗岩：
ゼオライトが１：１：１の割合となるように配合した。この複合体組成物を用いて、実施
例１と同様にして複合体を作製した。なお、用いたゼオライトは、水分子を結晶水の形で
構造中に主成分として含む、アルミニウムの含水珪酸塩鉱物であり、マイクロ孔を有し、
このゼオライトの結晶水は、立体網目構造になっており、加熱処理すると空洞として残り
スポンジ状の構造となり、この空洞にガスや水分を強力に吸着する特性がある。
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　（実施例４）
　実施例１で使用した複合体組成物を構成する水硬生石灰と花崗岩に、珪藻土を加えて実
施例４で使用する複合体組成物を調製した。珪藻土の配合量は、その珪藻土の配合に起因
した吸着効果が向上する程度の量とし、この例では、水硬生石灰：花崗岩：珪藻土が１：
１：１の割合となるように配合した。この複合体組成物を用いて、実施例１と同様にして
複合体を作製した。なお、用いた珪藻土は、多孔質性天然鉱物であり、メソ孔を有し、吸
放出作用及び塩基性ガスの吸着に優れている。
【００８１】
　（実施例５）
　実施例１で使用した複合体組成物を構成する水硬生石灰と花崗岩に、活性炭を加えて実
施例５で使用する複合体組成物を調製した。活性炭の配合量は、その活性炭の配合に起因
した吸着効果が向上する程度の量とし、この例では、水硬生石灰：花崗岩：活性炭が１：
２：１の割合となるように配合した。この複合体組成物を用いて、実施例１と同様にして
複合体を作製した。なお、用いた活性炭は、ファンデルワールス力による物理吸着で吸着
速度は速く、可逆的（再放出）であり、メソ孔とマクロ孔を有している。
【００８２】
　（消臭試験３）
　消臭試験３をガス検知管法によって評価した。この消臭試験３は、上記した消臭試験２
と同じである。結果を図１３、図１４、表６、表７に示す。なお、図１３及び図１４中、
符号ａは実施例２の複合体の結果であり、符号ｂは実施例３の複合体の結果であり、符号
ｃは実施例４の複合体の結果であり、符号ｄは実施例５の複合体の結果であり、符号ｅは
比較対象とした実施例１の複合体の結果である。
【００８３】
【表６】

【００８４】
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【表７】

【００８５】
　これらの結果より、添加骨材を配合した実施例２～５の複合体で実施例１の複合体に対
して消臭効果の改善が確認された。アンモニアでは、特に実施例２～４の複合体で短時間
（０．５時間経過）での改善効果が大きかった。ホルムアルデヒドでは、特に実施例５の
複合体で短時間（０．５時間経過）での改善効果が大きかった。
【００８６】
　有害化学物質ガスは、通常、マイクロ孔やメソ孔で吸着するが、実施例２～５の複合体
に添加した添加骨材は、いずれもマイクロ孔やメソ孔が多く、比表面積も大きいため、実
施例２～５の複合体は、ガス吸着能力が大きくなったものと考えられる。なお、どのよう
な骨材を添加してもよいというものではなく、添加する骨材によってはマイクロ孔やメソ
孔が埋まってしまい、本来の能力を発揮できないことがあるが、ここで用いたモンモリロ
ナイト、ゼオライト、珪藻土、活性炭は、上記結果のように、添加骨材の性能を落とすこ
となく効果を改善できることがわかった。実施例２～５の複合体は、マクロ孔の内壁に添
加骨材が分布することにより、マクロ孔の効果（気体の導入効果・通風効果）にマイクロ
孔とメソ孔の効果（吸着効果）が付加され、特性が改善されたものと考えられる。
【００８７】
　（吸放湿試験）
　吸放出試験を、実施例１と実施例３の複合体を用いて行った。試験方法は、ＪＩＳ　Ａ
　１４７０－１（調湿建材の吸放湿性試験方法－湿度応答法）に準じ、恒温恒湿槽内で温
度（２３℃）を一定にし、相対湿度を５０％～７５％の範囲で変化させた時の試験試料の
質量変化を測定して吸放出性を評価した。湿度５０％でサンプル質量が安定するまで２２
時間養生し、安定したら湿度７５％に上げて１２時間吸湿させた。その後、湿度５０％に
下げて１２時間放出させた。
【００８８】
　その結果、実施例１の複合体に比べ、実施例３の複合体は、相対値で２倍を超える吸湿
量と放湿量を有することが確認できた。この実験例からも、添加骨材が有するマイクロ孔
やメソ孔は、有害化学物質ガス吸着と同様に調湿機能も併せ持っているといえ、複合体に
こうした骨材をさらに添加することにより、マクロ孔の内壁に添加骨材を分布させ、吸放
湿特性を大幅に改善することができることがわかった。
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